
                                                                                             

自主防災会とは？ 

中弐の自主防災会組織 

　自主防災会は、「災害対策基本法」に
定められた市町村の責務（自主防災組織
の充実）と住民の責務（住民自ら災害に
備えるための手段を講じ、自発的な防災
活動に参加等、防災に寄与する）に準拠
した、一定区域の住民の防災組織です。
　中央の森弐番街の自主防災会は、志木
市の支援の下に、管理組合と町内会が協
力して編成した自主的な防災組織です。

　２００９年に創設された中弐の自主防災
会組織は、会長１名の下に副会長４名、
その下部に広報・情報、消火、救出救護
等の機能名組織をピラミッド型に配しま
した。　しかし、先の東日本大震災時に
主要構成員が不在で防災会として機能し
ないことが露呈しました。
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　このことから、平成２５年度からは
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従来の組織の欠点を補い、誰がどの組織
に属しているかを明確にすると共に、有
事の際に機能する組織へと作り直しまし
た。
　改訂した新組織は、階層ごとの名称は
全て「班」としました。　自主防災組織
は、会社等の組織と違い、部署ごとに部
門長が居て指揮命令する形は実際的では
ありません。　何故かと言えば、災害の
発生時間は誰にも予想できず、誰がその
時に消火や救助活動に従事できるか分か
らないためです。
　新組織では、何時でも対応できるよう
に「班」の名称の下に複数の担当者を配
したところが最大の特徴です。
　「班」毎の役割と構成員を以下に紹介
いたします。　担当者の表示順は、緊急
時に複数担当者が対応した場合の責任者
候補順で示してあります。（事務局除
く。）
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自主防災会組織図 

統 括 班 

事 務 局 
(防災専門委員会） 防火管理者 

広報・情報班 防犯・衛生班 
(兼消火班) 

給食・給水班 
(兼消火班） 

安否確認・救出 
救護・避難誘導班 

号棟担当班 

ボランティア 

[計 50名*] 

[ ］内数字は人数を示す。（兼任含む） 

*ボランティアを除く 

消 火 班 



統括班 広報・情報班

5-105 安本  進 （町・専） 6-507 田村　一秀  （兼）（管・専） 
5-801 木村　征司 （管・専） 7-306 楊井　一彦  （兼）（管・専） 
6-507 貞苅  紳 （管・専） 2-502 中村　直子 （管） 
4-305 小柴  和之 （町・専） 4-103 松長　真土香 （管） 
5-206 田島　伸一郎 （嘱・専） 安否確認・救出救護・避難誘導班
4-102 加藤　日佐夫 （町・専） 

ボランティア

6-507 貞苅　紳 （兼）（管・専） 
5-707 朝日　加代子  （兼）（嘱・専） 

事務局（防災専門委員会） 6-507 田村　一秀 （兼）（管・専） 
7-405 伊藤  京子 （町・専） 

号棟担当班

6-507 貞苅  紳 　（兼）（委員長・管） 
4-102 加藤　日佐夫  （兼）（町） 
4-305 小柴  和之  （兼）（町） ① 1-204 斉藤  悦子 （町） 
5-105 安本　進  （兼）（町） ① 1-302 中山　裕幸 （管） 
5-206 田島　伸一郎 　（兼）（嘱） ② 2-303 佐々木  文子 （町） 
5-707 朝日　加代子 （嘱） ② 2-402 草間  日出夫 （管） 
5-801 木村　征司　 （兼）（管） ③ 3-102 野崎　恒 （管） 
6-1401 冨村　剛 （町） ③ 5-102 亀山  耀 （町） 
6-507 田村　一秀 （管） ④ 4-108 椚原　文彦 （管） 
7-207 岩崎　悦夫 （嘱） ④ 4-308 桑山  恭子 （町） 
7-306 楊井　一彦 （管） ⑤ 5-104 大上　修造 （管） 
7-706 今村　卓 （嘱） ⑤ 5-606 佐々木  澄香 （町） 

防火管理者 ⑥ 6-209 志岐  明 （町） 
⑥ 6-1408 梅本　幸子 （管） 
⑦ 7-201 高井  幹夫 （町） 

5-206 田島　伸一郎 　（兼）（嘱） ⑦ 7-503 塚本　尚子 （管） 
（防火管理者） 消火班

6-306 新居田  弘子 （町） 
7-403 五味  礼子 （町） 
7-607 亀岡  由美 （町） 

給食・給水班（兼 消火班） １～3号棟担当
7-707 富岡　信博 （管） 

４・５号棟担当
4-208 堀　　 昭一 （管） 

６・７号棟担当
6-208 田中  佐知子 （町） 6-1009 十時  志乃 （管） 
6-803 永田  えみ子 （町） 
7-310 大石  華奈 （町） 

　火災発生の場合に消火活動を行います。
　大災害時には、消防署による消火活動が
期待できないと推定されますので、この消火
班の初期消火がその後の被害の拡大を食
い止める鍵になります。
　この班には、災害直後の消火活動支援の
ため防犯・衛生班と給食・給水班からの応
援があります。

　管理組合と町内会の常設機関（月１回の
定例会議）であり、自主防災会の名の下に
行われる全ての活動の計画立案と実行の
母体です。
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　避難者への炊き出し、行政当局からの支
援食料や飲料水の確保、分配を担います。
　災害発生直後は、消火班のメンバーとして
も活躍していただきます。

　定期応募された「災害ボランティア」と「人
材バンク」登録者のみな様です。災害発生
時には、「ひと声かけて」登録者の安否確認
を最優先に安否確認活動を主に実施して
いただきます。　又、統括班に報告される各
班の支援要請によっては、班の応援をして
いただきます。

　行政当局の支援情報や周辺情報の収集
と組合員・避難者への伝達を担当します。

　災害発生直後から避難中に至るまでの間
に「ひと声かけて」登録者を含む居住者の
安否確認と集計、消防署の手が回らない間
の被災者救出救護等の役を担います。　最
も人手の必要な班と考えられますので、下
部には号棟担当班が実行部隊として編制さ
れています。

　消防法第八条に基づく消防当局へ届け
出た防火管理業務を行う人です。

防犯・衛生班（兼 消火班）
　災害発生時点からの防犯活動と災害現場
の衛生状態の維持活動に従事します。
　災害発生直後は、消火班のメンバーとして
も活躍していただきます。

自主防災会の災害発生時の組織全体の統
括責任を担います。

　上位組織「班」の安否確認・救出救護・
避難誘導班の指示に従って、担当棟の安
否確認等のとりまとめをします。
（◯内数字は担当の号棟を示します。）

（管）管理組合役員　　　　（町）町内会役員　　　　　　　（兼）兼任
（嘱）管理組合委嘱委員　（専）防災専門委員会委員


